


主 な 要 件

(1) 空き店舗・空き床に新規出店するに当たり、改装工事を行うものであること。
(2) 小売業、飲食サービス業、コミュニティビジネス、その他の来街機会の創出に寄与し、集客が見込ま
れる事業であること。

(3) 営業時間は、正午までに開店し、かつ、午後６時以降に閉店するもの（ただし、飲食店にあっては、
午前11時から午後４時までの間の３時間以上の営業を含む、１日６時間以上の営業）であって、週５日
以上営業し、通年営業するもの。

(4) 市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税及び法人市民税を滞納していないこと。
(5) 法令等の規定により許認可等を要する業種にあっては、当該許認可等を受け、かつ、現にそれが有効
であること。ただし、未だ事業を営んでいない者にあっては、現に許認可等の申請中であって、許認可
等の取得が確実であると見込まれること。

(6) 補助金の交付が終了した後も２年以上の継続的な営業が見込まれるものであること。
(7) 空き店舗・空き床が存する商店街団体等の構成員となり、地域イベント、商店街活動及び中心市街地
活性化に関するその他の活動に積極的に参加すること。

(8) 原則として、下図に指定する中心市街地区域外から出店するものであること。ただし、中心市街地区
域内の店舗が属する建物の閉鎖等、自己都合でない移転の場合はこの限りではない。

(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴
力団又は同条第６号に規定する暴力団員に該当しないこと。

(1)次に該当する場合は補助金を交付でき
ません。
・フランチャイズチェーン又はチェーン
ストアによる事業

・政治的又は宗教的な活動を目的とする
もの

・公序良俗に反するもの

(2)要件を満たさなくなった場合は、補助
金の交付を取り消す場合があります。
既に補助金が交付されている場合は補助
金の全額返還及び加算金が生じます。
・空き店舗・空き床解消事業により営業
を開始した店舗等の営業期間が2年未満
となった場合等

(3)補助金の交付を受けた事業者は、毎年
１回中心商店街空き店舗・空き床解消
事業に係る現況届を提出する必要があ
ります。（２年間）

注意事項

※国・県・市等の他の補助金を受け
る場合、その補助対象経費として計
上される部分の経費については、当
事業の補助対象外となります。


